（別 紙）

専門研修を行う医療機関の指定等について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野県健康福祉部
医師・看護人材確保対策課
１　専門研修を行う医療機関の指定について
　医学生修学資金の貸与を受けた方は、長野県医学生修学資金貸与規程に基づき、貸与　　期間の1.5倍の期間、知事が指定する県内医療機関等に勤務することになります。
　現在、初期臨床研修２年目の方は、令和４年４月からの専門研修を行う医療機関を知事が指定することになりますので、以下のスケジュールを参考に、必要書類を期限までに提出してください。
２　専門研修及び勤務（７年間）のキャリア形成支援について

　　信州医師確保総合支援センターでは、臨床研修２年目の医師を対象に、面談等を通じて、専門研修（３年間）及び勤務（４年間）の計７年間（貸与期間が６年間の場合）の過ごし方やキャリア形成に関する助言等を行います。
３　指定スケジュール等
	期　限　等
	内　　　　　容

	順　　次
	信州医師確保総合支援センター専任医師等によるキャリア形成支援

面談等を通じて、専門研修（３年間）及び勤務（４年間）の計７年間の過ごし方やキャリア形成に関する助言等を行います。

	令和３年
10月29日(金)
	専門研修の希望等報告（様式１）　【貸与者→県】

義務年限を果たすことが可能な研修先として指定するため、貸与者の希望を確認します。

貸与者は専門研修のマッチング手続きの流れに沿って、各々希望の病院への必要な手続きを進めてください。

	内定後速やかに

＜最終期限＞

12月24日（金）
	専門研修指定願いの提出（様式２）　【貸与者→県】

研修先病院から内定を受けた場合は、提出期限を待たず、速やかに提出してください。

	令和４年
１～２月頃
	専門（後期）研修の指定　【県→貸与者・研修先病院】
本人及び勤務（研修）病院に指定通知を送付します。


